
　毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
） 

         

　
　
　
　
　
　
　目

　
　次

　
　

 
 

　規

　則 

○
福
島
県
知
事
等
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関 

　す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則                                               

一 

○
福
島
県
給
水
施
設
等
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則                           

三 

○
福
島
県
薬
剤
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則                                 

三 

○
福
島
県
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関 

　す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則                                       

三 

○
福
島
県
ハ
イ
テ
ク
プ
ラ
ザ
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則                       

三 

○
福
島
県
大
町
起
業
支
援
館
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則                             

四 

○
福
島
県
特
定
水
産
資
源
の
漁
獲
量
等
の
報
告
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す 

　る
規
則                                                                     

四 

○
福
島
県
県
営
住
宅
等
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則                           

九 

○
福
島
県
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則 

　の
一
部
を
改
正
す
る
規
則                                                      

一
四 

○
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
並
び
に
収
納
及
び
支
払
の
事
務
の
取
扱
範
囲 

　を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則                                          

一
四 

　福
島
県
議
会 

○
福
島
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則                                    
一
四 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

規

　
　則 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

福
島
県
知
事
等
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
給
水
施
設
等
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
薬
剤
師
法

施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性

の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
ハ
イ
テ
ク
プ
ラ
ザ
条
例
施
行

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
大
町
起
業
支
援
館
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
、
福
島

県
特
定
水
産
資
源
の
漁
獲
量
等
の
報
告
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
県
営
住
宅

等
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に

関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
及
び
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
並
び
に
収
納

及
び
支
払
の
事
務
の
取
扱
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 

福
島
県
規
則
第
九
号 

福
島
県
知
事
等
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

福
島
県
知
事
等
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十

六
年
福
島
県
規
則
第
九
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

（
情
報
通
信
技
術
利
用
条
例
第
三
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
申
請
等
） 

第
三
条

　電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
こ
と
の
で
き
る
申
請
等
は
、
条
例
等
の
規
定
に
基
づ

く
申
請
等
で
あ
っ
て
、
知
事
等
が
別
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

２

　前
項
の
申
請
等
を
行
う
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
そ
の
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
入

力
し
て
、
申
請
等
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一

　申
請
等
を
書
面
等
に
よ
り
行
う
と
き
に
条
例
等
の
規
定
に
よ
り
書
面
等
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
事
項
そ
の
他
知
事
等
が
必
要
と
認
め
る
事
項 

二

　申
請
等
を
書
面
等
に
よ
り
行
う
と
き
に
条
例
等
の
規
定
に
よ
り
併
せ
て
提
出
す
べ
き
こ
と
と
さ

れ
て
い
る
書
面
等
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
又
は
記
載
す
べ
き
事
項
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。
） 

三

　申
請
等
を
書
面
等
に
よ
り
行
う
と
き
に
条
例
等
の
規
定
に
よ
り
併
せ
て
提
出
す
べ
き
こ
と
と
さ

れ
て
い
る
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
又
は
記
録
す
べ
き
事
項
（
第
一
号
に
掲
げ
る
も

の
を
除
く
。
） 

３

　第
一
項
の
申
請
等
を
行
う
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
入
力
す
る
事
項
に
つ
い
て
の
情
報
に
電
子

署
名
を
行
い
、
当
該
電
子
署
名
を
行
っ
た
者
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
証
す
る
電
子
証
明

書
と
併
せ
て
こ
れ
を
送
信
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
知
事
等
が
定
め
る
申
請
等
に
つ
い
て

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

４

　条
例
等
の
規
定
に
よ
り
同
一
内
容
の
書
面
等
を
複
数
必
要
と
す
る
申
請
等
（
副
本
又
は
写
し
を
正

本
と
併
せ
必
要
と
す
る
も
の
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
、
第
一
項
の
申
請
等
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
入
力
さ
れ
た
事
項
に
係
る
書
面
等
に
つ
い
て
は
、
当
該
申
請
等
に
係
る
必
要
な

数
の
書
面
等
が
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。 

５

　条
例
等
の
規
定
に
基
づ
き
書
面
等
以
外
の
有
体
物
の
提
出
を
要
す
る
申
請
等
を
行
う
者
が
第
一
項

の
申
請
等
を
行
う
と
き
は
、
知
事
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
書
面
等
以
外
の
有
体
物
を
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
四
条
を
削
り
、
第
五
条
を
第
四
条
と
し
、
第
六
条
を
第
五
条
と
し
、
第
七
条
を
第
六
条
と
し
、
第

八
条
を
第
七
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。 

（
添
付
書
面
等
の
省
略
） 

─────────────────────────────────────────────────────────── 
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第
八
条

　情
報
通
信
技
術
活
用
条
例
第
七
条
の
規
則
で
定
め
る
書
面
等
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

と
お
り
と
し
、
同
条
の
規
則
で
定
め
る
措
置
は
、
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
書
面
等
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

書

　面

　等

措

　
　
　置

一

　住
民
基
本
台
帳
法

次
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
措
置

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

（
昭
和
四
十
二
年
法

ア

　電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
、
電
子
署

律
第
八
十
一
号
）
第

名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
に

十
二
条
第
一
項
に
規

関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
三
号
）
第
三
条
第
一

定
す
る
住
民
票
の
写

項
に
規
定
す
る
署
名
用
電
子
証
明
書
及
び
当
該
署
名
用
電
子
証
明

し
又
は
住
民
票
記
載

書
に
よ
り
確
認
さ
れ
る
同
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
署

事
項
証
明
書

　
　
　

名
が
行
わ
れ
た
情
報
の
行
政
機
関
等
へ
の
提
供

　
　
　
　
　
　
　

 

イ

　電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り

行
う
、
氏
名
、
出
生
の
年
月
日
、
男
女
の
別
及
び
住
所
の
行
政
機

関
等
へ
の
提
供

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

ウ

　個
人
番
号
カ
ー
ド
の
行
政
機
関
等
へ
の
提
示
又
は
行
政
手
続
に

お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す

る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
十
八
条
の
二
第

六
項
の
規
定
に
よ
る
同
法
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
カ
ー
ド
代

替
電
磁
的
記
録
の
行
政
機
関
等
へ
の
送
信

　
　
　
　
　
　
　
　
　

二

　戸
籍
法
（
昭
和
二

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
行

十
二
年
法
律
第
二
百

う
、
戸
籍
法
第
百
二
十
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
戸
籍
電
子
証
明

二
十
四
号
）
第
十
条

書
提
供
用
識
別
符
号
又
は
除
籍
電
子
証
明
書
提
供
用
識
別
符
号
の
行

第
一
項
に
規
定
す
る

政
機
関
等
へ
の
提
供

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

戸
籍
謄
本
等
、
同
法

第
十
二
条
の
二
に
規

定
す
る
除
籍
謄
本
等

又
は
同
法
第
百
二
十

条
第
一
項
に
規
定
す

る
戸
籍
証
明
書
若
し

く
は
除
籍
証
明
書

　

三

　不
動
産
登
記
法
（
平

次
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
措
置

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

成
十
六
年
法
律
第
百

ア

　電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り

二
十
三
号
）
第
百
十

行
う
、
次
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
事
項
の
行
政
機
関
等
へ
の
提
供 

九
条
第
一
項
に
規
定

⑴

　土
地
に
あ
っ
て
は
、
当
該
土
地
の
所
在
す
る
市
、
区
、
郡
、

す
る
登
記
事
項
証
明

町
、
村
及
び
字
並
び
に
当
該
土
地
の
地
番

　
　
　
　
　
　
　
　

 

書

　
　
　
　
　
　
　

⑵

　建
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
建
物
の
所
在
す
る
市
、
区
、
郡
、

町
、
村
、
字
及
び
土
地
の
地
番
並
び
に
当
該
建
物
の
家
屋
番
号 

⑶

　不
動
産
登
記
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
三
百
七
十
九
号
）
第

六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
不
動
産
識
別
事
項

　
　
　
　
　
　
　

 

イ

　電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り

行
う
、
行
政
機
関
等
に
電
気
通
信
回
線
に
よ
る
登
記
情
報
の
提
供

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
二
条

第
一
項
に
規
定
す
る
登
記
情
報
の
送
信
を
同
法
第
三
条
第
二
項
に

規
定
す
る
指
定
法
人
か
ら
受
け
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し

て
当
該
指
定
法
人
か
ら
取
得
し
た
符
号
そ
の
他
の
情
報
の
当
該
行

政
機
関
等
へ
の
提
供

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四

　商
業
登
記
法
（
昭

次
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
措
置

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

和
三
十
八
年
法
律
第

ア

　電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り

百
二
十
五
号
）
第
十

行
う
、
次
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
事
項
の
行
政
機
関
等
へ
の
提
供 

条
第
一
項
（
他
の
法

⑴

　商
号
又
は
名
称
及
び
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

令
に
お
い
て
準
用
す

⑵

　行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号

る
場
合
を
含
む
。
）

の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
法
人

に
規
定
す
る
登
記
事

番
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

項
証
明
書

　
　
　
　

⑶

　商
業
登
記
法
第
七
条
（
他
の
法
令
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
会
社
法
人
等
番
号

　
　
　
　
　
　
　

 

イ

　前
号
下
欄
イ
に
掲
げ
る
措
置

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

ウ

　電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
、
商
業
登

記
法
第
十
二
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
他

の
法
令
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
証

明
及
び
当
該
証
明
に
よ
り
確
認
さ
れ
る
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
号
）
第
二
条
第
一
項

に
規
定
す
る
電
子
署
名
が
行
わ
れ
た
情
報
の
行
政
機
関
等
へ
の
提

供

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五

　商
業
登
記
法
第
十

前
号
下
欄
ウ
に
掲
げ
る
措
置

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
条
第
一
項
（
他
の

法
令
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
） 

の
印
鑑
の
証
明
書

　

六

　市
町
村
長
（
特
別

第
一
号
下
欄
ア
に
掲
げ
る
措
置

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

区
の
区
長
を
含
む
も

の
と
し
、
地
方
自
治
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法
（
昭
和
二
十
二
年

法
律
第
六
十
七
号
）

第
二
百
五
十
二
条
の

十
九
第
一
項
の
指
定

都
市
に
あ
っ
て
は
、

市
長
又
は
区
長
若
し

く
は
総
合
区
長
と
す

る
。
）
が
作
成
す
る

印
鑑
に
関
す
る
証
明

書

　
　
　
　
　
　
　

（
そ
の
他
の
手
続
等
） 

第
九
条

　知
事
等
に
係
る
手
続
等
の
う
ち
、
情
報
通
信
技
術
活
用
条
例
第
六
条
か
ら
第
十
条
ま
で
の
規

定
の
適
用
を
受
け
な
い
も
の
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術

を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
場
合
に
つ
い
て
は
、
特
別
の
定
め
の
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
情
報

通
信
技
術
活
用
条
例
及
び
こ
の
規
則
の
規
定
の
例
に
よ
る
。 

別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
を
削
る
。 

附

　則 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
デ
ジ
タ
ル
変
革
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
規
則
第
十
号 

福
島
県
給
水
施
設
等
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

福
島
県
給
水
施
設
等
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
福
島
県
規
則
第
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
五
条
第
二
項
中
「
厚
生
労
働
大
臣
」
を
「
環
境
大
臣
」
に
改
め
る
。 

第
七
条
第
一
項
第
二
号
た
だ
し
書
中
「
十
一
の
項
か
ら
二
十
の
項
ま
で
、
三
十
六
の
項
、
三
十
九
の

項
か
ら
四
十
一
の
項
ま
で
、
四
十
四
の
項
及
び
四
十
五
の
項
」
を
「
十
一
の
項
か
ら
二
十
一
の
項
ま
で
、

三
十
七
の
項
、
四
十
の
項
か
ら
四
十
二
の
項
ま
で
、
四
十
五
の
項
及
び
四
十
六
の
項
」
に
改
め
、
同
項

第
三
号
ア
中
「
三
十
八
の
項
及
び
四
十
六
の
項
か
ら
五
十
一
の
項
ま
で
」
を
「
三
十
九
の
項
及
び
四
十

七
の
項
か
ら
五
十
二
の
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
号
イ
本
文
中
「
三
の
項
か
ら
三
十
七
の
項
ま
で
及
び
三

十
九
の
項
か
ら
四
十
五
の
項
ま
で
」
を
「
三
の
項
か
ら
三
十
八
の
項
ま
で
及
び
四
十
の
項
か
ら
四
十
六

の
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
号
イ
た
だ
し
書
中
「
十
一
の
項
か
ら
二
十
の
項
ま
で
、
三
十
二
の
項
か
ら
三

十
七
の
項
ま
で
、
三
十
九
の
項
か
ら
四
十
一
の
項
ま
で
、
四
十
四
の
項
及
び
四
十
五
の
項
」
を
「
十
一

の
項
か
ら
二
十
一
の
項
ま
で
、
三
十
三
の
項
か
ら
三
十
八
の
項
ま
で
、
四
十
の
項
か
ら
四
十
二
の
項
ま

で
、
四
十
五
の
項
及
び
四
十
六
の
項
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
十
二
の
項
か
ら
二
十
の
項
ま
で
、

二
十
六
の
項
」
を
「
十
二
の
項
か
ら
十
九
の
項
ま
で
、
二
十
一
の
項
、
二
十
七
の
項
」
に
、
「
三
十
二

の
項
か
ら
三
十
七
の
項
ま
で
及
び
三
十
九
の
項
か
ら
四
十
五
の
項
ま
で
」
を
「
三
十
三
の
項
か
ら
三
十

八
の
項
ま
で
及
び
四
十
の
項
か
ら
四
十
六
の
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
三
号
中
「
三
十
八
の

項
及
び
四
十
六
の
項
か
ら
五
十
一
の
項
ま
で
」
を
「
三
十
九
の
項
及
び
四
十
七
の
項
か
ら
五
十
二
の
項

ま
で
」
に
改
め
る
。 

　第
十
八
条
第
一
項
中
「
三
十
八
の
項
及
び
四
十
六
の
項
か
ら
五
十
一
の
項
ま
で
」
を
「
三
十
九
の
項

及
び
四
十
七
の
項
か
ら
五
十
二
の
項
ま
で
」
に
改
め
る
。 

附

　則 

　こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
食
品
生
活
衛
生
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
規
則
第
十
一
号 

福
島
県
薬
剤
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

福
島
県
薬
剤
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
七
年
福
島
県
規
則
第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

第
二
条
中
「
同
条
第
二
項
」
の
下
に
「
本
文
」
を
加
え
る
。 

附

　則 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
薬

　務

　課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
規
則
第
十
二
号 

福
島
県
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法

律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

福
島
県
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則

（
昭
和
三
十
七
年
福
島
県
規
則
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
十
五
条
中
「
政
令
第
三
条
た
だ
し
書
の
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
」
を
「
法
第
二
条
第
十
七
項
第
三

号
及
び
法
第
三
十
六
条
の
十
一
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
医
薬
品
」
に
改
め
る
。 

附

　則 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
薬

　務

　課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
規
則
第
十
三
号 

福
島
県
ハ
イ
テ
ク
プ
ラ
ザ
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

　福
島
県
ハ
イ
テ
ク
プ
ラ
ザ
条
例
施
行
規
則
（
平
成
四
年
福
島
県
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

　別
表
第
一
の
三
の
表
イ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
自
動
測
定
シ
ス
テ
ム
の
項
を
削
り
、
同
表
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。 

  

放
射
イ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
試
験
シ
ス
テ
ム

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
時
間

　六
、
五
八
〇
円

   

　別
表
第
二
の
一
の
１
の
表
中

を

と
し
、
⒄
か
ら

ま
で
を
⒅
か
ら

ま
で
と
し
、
⒃
の
次
に
次

(27)

(28)

(26)

(27)

の
よ
う
に
加
え
る
。 
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⒄

　卓
上
Ｎ
Ｃ
加
工
機
（
Ｍ
Ｄ
Ｘ
︱
５
０
）

　
　
　
　
　
　
　
一
時
間

　一
、
〇
二
〇
円

　別
表
第
二
の
一
の
２
の
表
⑼
中
「
三
、
三
七
〇
円
」
を
「
二
、
一
一
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
中

を
(35)

と
し
、

を

と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

(37)

(34)

(36)

(33)

 
 

 
 

 
　小
型
製
麹
機
（
Ｈ
Ｑ
︱
３
０
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

一
時
間 

　一
、
三
〇
〇
円 

  

(34)

　ビ
ー
ズ
式
試
料
破
砕
機
（
Ｍ
Ｂ
３
２
０
０
Ｃ
（
Ｓ
）
）

　
一
時
間

　一
、
一
一
〇
円

 

(35)　別
表
第
二
の
二
の
１
の
表
中
⑸
を
削
り
、
⑹
を
⑸
と
し
、
⑺
か
ら

ま
で
を
⑹
か
ら

ま
で
と
し
、

(29)

(28)

を

と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

(30)

(29)

 
 

 
 

 

　ス
ク
ラ
ッ
チ
試
験
機
（
Ｒ
Ｓ
Ｔ
１
０
０
）

　
　
　
　
　
　

 

一
時
間 

　二
、
一
〇
〇
円 

  

(30)

 

同
表
中

を

と
し
、
そ
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

(31)

(32)

 
 

 
 

 

　万
能
試
験
機
測
定
シ
ス
テ
ム
（
Ａ
Ｇ
Ｘ
︱
５
０
ｋ
Ｎ
Ｖ
２
） 

一
時
間

　一
、
九
一
〇
円

  

(31)

 

　別
表
第
二
の
二
の
３
の
表
中
⑷
を
削
り
、
⑸
を
⑷
と
し
、
⑹
か
ら
⑿
ま
で
を
⑸
か
ら
⑾
ま
で
と
し
、

⒀
及
び
⒁
を
削
り
、
⒂
を
⑿
と
し
、
⒃
か
ら

ま
で
を
⒀
か
ら

ま
で
と
し
、

を

と
し
、
そ
の
次

(42)

(39)

(43)

(40)

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 
 

 

　穀
物
・
食
品
分
析
装
置
（
Ｉ
ｎ
ｆ
ｒ
ａ
ｍ
ａ
ｔ
ｉ
ｃ

　９ 
一
時
間 

　二
、
二
五
〇
円 

  

(41)
　５
０
０
Ｌ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

 
 

　エ
ネ
ル
ギ
ー
分
散
型
蛍
光
Ｘ
線
分
析
装
置
（
Ｅ
Ｄ
Ｘ
︱
８ 

一
時
間 
　一
、
七
〇
〇
円 

 

(42)
　１
０
０
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

 

　ガ
ス
発
生
量
測
定
装
置
（
フ
ァ
ー
モ
グ
ラ
フ
Ⅲ
）

　
　
　

 

一
時
間 

　一
、
六
六
〇
円 

(43)　別
表
第
三
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

　三

　非
破
壊
試
験 

　
　１

　エ
ッ
ク
ス
線
透
過
試
験 

 

種

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　別

単

位

金

額

  

ア

　Ｃ
Ｔ
ス
キ
ャ 

⑴

　フ
ラ
ッ
ト
パ
ネ
ル
検
出
器 

一
試
料
一
測
定
（
複

三
二
、
五
五
〇
円 

 

　ン
シ
ス
テ
ム
に 

を
用
い
た
観
察

　
　
　
　

 

数
の
ス
キ
ャ
ン
を 

 
 

　よ
る
観
察
（
ミ

 

含
む
一
式
）

　
　

 
 

 

　リ
フ
ォ
ー
カ
ス
） 

⑵

　ラ
イ
ン
検
出
器
を
用
い
た 

一
試
料
一
測
定
（
五

三
二
、
四
二
〇
円 

 
 

観
察

　
　
　
　
　
　
　
　

 

〇
断
面
ま
で
）

　

 
 

 

 
 

同
一
試
料
一
〇
断 

　六
、
九
四
〇
円 

 
 

 

面
追
加
ご
と

　
　

 
 

 

イ

　Ｃ
Ｔ
ス
キ
ャ 

一
試
料
一
測
定

　

 

一
六
、
九
二
〇
円 

 

　ン
シ
ス
テ
ム
に 

 
 

 

　よ
る
観
察
（
マ 

 
 

 

　イ
ク
ロ
フ
ォ
ー 

 
 

　カ
ス
）

　
　
　

 
 

 

ウ

　透
過
観
察

　

一
試
料
写
真
一
枚

　三
、
六
一
〇
円

　
　２

　そ
の
他
の
測
定

　一
試
料
一
測
定
に
つ
き

　二
、
六
二
〇
円 

附

　則 

１

　こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２

　改
正
後
の
福
島
県
ハ
イ
テ
ク
プ
ラ
ザ
条
例
施
行
規
則
別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
の
規
定
は
、
こ
の

規
則
の
施
行
の
日
以
後
の
使
用
の
期
間
に
係
る
使
用
料
の
額
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
の
期
間
に

係
る
使
用
料
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
産
業
振
興
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
規
則
第
十
四
号 

　
　
　福
島
県
大
町
起
業
支
援
館
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則 

　福
島
県
大
町
起
業
支
援
館
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
六
年
福
島
県
規
則
第
七
十
七
号
）
は
、
廃
止
す

る
。 　

　
　附

　則 

　こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
産
業
振
興
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
規
則
第
十
五
号 

福
島
県
特
定
水
産
資
源
の
漁
獲
量
等
の
報
告
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

福
島
県
特
定
水
産
資
源
の
漁
獲
量
等
の
報
告
に
関
す
る
規
則
（
令
和
二
年
福
島
県
規
則
第
七
十
二
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
一
条
及
び
第
二
条
第
一
項
中
「
第
二
十
六
条
第
一
項
及
び
第
三
十
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
六
条

第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
三
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
に
改
め
る
。 

第
二
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

２

　前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
電
子
情
報
処
理
組
織
の
異
常
若
し
く
は
保
守
点
検
又
は
報
告
す
べ

き
事
項
が
著
し
く
急
激
に
増
加
し
た
こ
と
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
様
式
の
書
面
に
よ
り
報
告
す
る
こ
と
が

で
き
る
。 

一

　漁
獲
割
当
管
理
区
分
の
特
定
水
産
資
源
（
特
別
管
理
特
定
水
産
資
源
を
除
く
。
）

　別
記
様
式

第
一
号
の
一 

二

　漁
獲
割
当
管
理
区
分
の
特
別
管
理
特
定
水
産
資
源

　別
記
様
式
第
一
号
の
二 
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三

　漁
獲
割
当
管
理
区
分
以
外
の
管
理
区
分
（
漁
獲
努
力
量
管
理
区
分
を
除
く
。
）
の
特
定
水
産
資

源
（
特
別
管
理
特
定
水
産
資
源
を
除
く
。
）

　別
記
様
式
第
二
号
の
一 

四

　漁
獲
割
当
管
理
区
分
以
外
の
管
理
区
分
（
漁
獲
努
力
量
管
理
区
分
を
除
く
。
）
の
特
別
管
理
特

定
水
産
資
源

　別
記
様
式
第
二
号
の
二 

五

　漁
獲
努
力
量
管
理
区
分

　別
記
様
式
第
三
号 

別
記
様
式
第
一
号
中
「漁

獲
量
等
報
告
書

」
を
「特

定
水
産
資
源

（特
別
管
理
特
定
水
産
資
源
を
除

く

）の
漁
獲
量
等
報
告
書

」
に
改
め
、
同
様
式
記
載
要
領
中
三
を
削
り
、
四
を
三
と
し
、
五
を
四
と

。し
、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
一
号
の
一
と
し
、
同
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。 
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別別記記様様式式第第１１号号のの２２（（第第２２条条関関係係））
特別管理特定水産資源の漁獲量等報告書

（漁獲割当管理区分）及び個人情報の取扱いに関する同意書
年 月 日

福島県知事

氏名
住所

法人にあっては、その名称、代表者の氏名
及び主たる事務所の所在地

１ 漁獲量等の報告
漁業法（昭和24年法律第267号）第26条第２項の規定に基づき、漁獲量等について、

次のとおり報告します。
漁獲割当割合設定通知書の番号
特定水産資源の名称
漁獲割当管理区分の名称
設定を受けた年次漁獲割当量 （単位： ）

特別管理特定水産資源ごとの
陸揚げした日／漁獲量（kg）／個体の数

船舶等の名称

２ 個人情報の取扱いに関する同意
上記報告の内容について、水産資源の資源評価、操業実態の把握その他の漁業生産

力の発展に資する取組に活用するため、国の機関、独立行政法人等（独立行政法人等
の保有する個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第59号）第２条第１項に規定
する独立行政法人等をいう。）、福島県の機関その他の関係機関（これらの機関から委
託を受けて当該取組に関する業務を遂行する者を含む。）へ提供することに同意します。

（記載要領）
１ 複数の漁獲割当割合の設定を受けている漁獲割当割合設定者が複数の漁獲割当割合

又は特定水産資源について報告を行う場合には１の表の右側に欄を設けて報告するこ
とができる。

２ 「漁獲割当割合設定通知書の番号」の欄について、漁獲割当割合設定通知書の番号
等当該漁獲量等の報告の対象となった年次漁獲割当量が区別できる内容を記載するこ
ととする（漁獲割当割合設定者が同じ特定水産資源について２つ以上の漁獲割当割合
の設定を受けている場合に限る。）。

３ 「設定を受けた年次漁獲割当量」の欄について、年次漁獲割当量の移転の認可を受
けた場合にあっては移転後の年次漁獲割当量を、年次漁獲割当量を承継した場合にあっ
ては承継後の年次漁獲割当量を、それぞれ記入することとする。

４ 「陸揚げした日」の欄について、くろまぐろの養殖用種苗の場合には、いけす（移
送用の仮いけすを含む。）に入れた日を記入することとする。

令和 8年 3月27日　金曜日 福 島 県 報 号外第25号 6



─────────────────────────────────────────────────────────── 
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別
記
様
式
第
二
号
中
「漁

獲
量
等
報
告
書

」
を
「特

定
水
産
資
源

（特
別
管
理
特
定
水
産
資
源
を
除

く

）の
漁
獲
量
等
報
告
書

」
に
改
め
、
同
様
式
記
載
要
領
中
四
を
削
り
、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
二 

。号
の
一
と
し
、
同
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

別別記記様様式式第第２２号号のの２２（（第第２２条条関関係係））
特別管理特定水産資源の漁獲量等報告書（漁獲割当管理区分以外の管理区
分（漁獲努力量管理区分を除く。））及び個人情報の取扱いに関する同意書

年 月 日
福島県知事

氏名
住所

法人にあっては、その名称、代表者の氏名
及び主たる事務所の所在地

１ 漁獲量等の報告
漁業法（昭和24年法律第267号。以下「法」という。）第30条第２項の規定に基づき、

漁獲量等について、次のとおり報告します。
許可番号又は 船舶等の名称
免許番号 漁船登録番号
管理区分の名称
陸揚げした日 特別管理特定水産資源の名称 漁獲量（kg） 個体の数

２ 個人情報の取扱いに関する同意
上記報告の内容について、水産資源の資源評価、操業実態の把握その他の漁業生産

力の発展に資する取組に活用するため、国の機関、独立行政法人等（独立行政法人等
の保有する個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第59号）第２条第１項に規定
する独立行政法人等をいう。）、福島県の機関その他の関係機関（これらの機関から委
託を受けて当該取組に関する業務を遂行する者を含む。）へ提供することに同意します。

（記載要領）
１ 「許可番号又は免許番号」の欄について、許可（法第57条第１項の許可をいう。）

に基づいて特定水産資源の採捕をした場合にあっては許可番号、漁業権又は組合員行
使権に基づいて特定水産資源の採捕をした場合にあっては免許番号を、それぞれ記入
する。海区漁業調整委員会又は広域漁業調整委員会の指示に基づき承認を受けた漁業
の場合には、当該承認番号を記載する。許可番号（承認番号を含む。）又は免許番号
のいずれも持たない場合には、省略する。

２ 「陸揚げした日」の欄について、くろまぐろの養殖用種苗の場合には、いけす（移
送用の仮いけすを含む。）に入れた日を記入することとする。

令和 8年 3月27日　金曜日 福 島 県 報 号外第25号 8
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別
記
様
式
第
四
号
中
「第

26条
第
１
項
の
規
定

」
を
「第

26条
第
１
項
及
び
第
２
項
の
規
定

」
に
、

「第
30条

第
１
項
の
規
定

」
を
「第

30条
第
１
項
及
び
第
２
項
の
規
定

」
に
改
め
、
同
様
式
記
載
要
領

中
「第

26条
第
１
項
及
び
第

30条
第
１
項

」
を
「第

26条
第
１
項
及
び
第
２
項
並
び
に
第

30条
第
１
項

及
び
第
２
項

」
に
改
め
る
。 

附

　則 

　（
施
行
期
日
） 

１

　こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　（
経
過
措
置
） 

２

　こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
福
島
県
特
定
水
産
資
源
の
漁
獲
量
等
の

報
告
に
関
す
る
規
則
別
記
様
式
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
よ
る
同
意
書
は
、
改
正
後
の
福
島
県
特

定
水
産
資
源
の
漁
獲
量
等
の
報
告
に
関
す
る
規
則
に
よ
る
同
意
書
と
み
な
す
。 

３

　こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
作
成
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
所
要
の
調
整
を

し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
水

　産

　課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
規
則
第
十
六
号 

福
島
県
県
営
住
宅
等
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

福
島
県
県
営
住
宅
等
条
例
施
行
規
則
（
平
成
九
年
福
島
県
規
則
第
八
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

第
六
条
中
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
を
第
五
号
と
し
、
同
条
第
七
号
中
「
小

学
校
又
は
義
務
教
育
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
者
」
を
「
十
八
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初

の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
六
号
と
し
、
同
条
中
第
八
号
を
第

七
号
と
し
、
第
九
号
を
第
八
号
と
す
る
。 

第
十
六
条
第
四
項
中
「
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
破
損
箇
所
報
告
書
（
様
式
第
十
二
号
）
」
を
「
一

部
使
用
不
能
報
告
書
（
様
式
第
十
二
号
）
」
に
改
め
る
。 

第
十
九
条
の
二
第
一
項
中
「
報
告
は
、
破
損
箇
所
報
告
書
（
様
式
第
十
二
号
）
に
よ
り
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
を
「
修
繕
を
要
す
る
と
思
わ
れ
る
箇
所
（
以
下
「
破
損
箇
所
」
と
い
う
。
）
の
報
告
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
し
て
、
別
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
」
に
改
め
、
同
項

に
次
の
四
号
を
加
え
る
。 

一

　入
居
し
て
い
る
県
営
住
宅
等
の
名
称 

二

　建
物
・
設
備
の
破
損
箇
所
の
状
況 

三

　破
損
箇
所
を
発
見
し
た
日
時 

四

　破
損
箇
所
が
生
じ
る
に
至
っ
た
経
過 

第
三
十
二
条
第
二
号
中
「
第
六
条
第
四
号
に
規
定
す
る
」
を
「
現
に
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
一
中
「
（
第
五
条
関
係
）
」
を
「
（
第
四
条
関
係
）
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
二
の
一
の
表
中
福
島
県
金
坂
団
地
の
項
を
削
る
。 

様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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様
式

第
1号

(第
3条

関
係

) 
(表

) 
受

付
番

号
 

 
 

抽
選

番
号

 
 

 
総

得
点

 
 

 
県

営
住

宅
等

入
居

 
駐

車
場

使
用
 
申

込
書

 
年

 
 

月
 

 
日

 
 

 
 
 

福
島

県
知

事
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
住

所
 

 
 

 
 

 
 

 
申

込
者

 
氏

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
電

話
番

号
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1   

県
営

住
宅

 
 

 
特

別
県

営
住

宅
 

 
 

準
県

営
住

宅
 

 
に

入
居

し
た

い
の

で
、

関
係

書
類

を
添

え
て

申
し

込
み

ま
す

。
 

 
 

(フ
リ

ガ
ナ

) 
氏

名
 

申
込

者
と

の
続

柄
 生

年
月

日
 入

居
後

の
同

居
・

別
居

の
別
 

職
業

 
勤

務
先

の
名

称
及

び
電

話
番

号
 同

一
生

計
配

偶
者

・
扶

養
親

族
・

70歳
以

上
の

同
一

生
計

配
偶

者
・

16歳
以

上
23歳

未
満

の
扶

養
親

族
・

老
人

扶
養

親
族

・
障

害
者

・
特

別
障

害
者

・
寡

婦
・

ひ
と

り
親

の
別

 
所

得
金

額
(円

) 
裁

量
階

層
区

分
 

控
除

金
額

(円
) 

申
込

者
、

同
居

予
定

者
並

び
に

申
込

者
又

は
同

居
予

定
者

の
同

一
生

計
配

偶
者

及
び

扶
養

親
族

 
 

  
 

本
人

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
19  

 
 

 
26 

 
  

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

 
 

  
  

  
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
  

  
  

  
  

  
 

 
  

  
  

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

 
 

  
  

  
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
  

  
  

  
  

  
 

 
  

  
  

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

 
 

  
  

  
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
  

  
  

  
  

  
 

 
  

  
  

  
  

 

収
入

欄
 

総
所

得
金

額
(a)  
円

 
－

総
控

除
金

額
(b)  
円

 
＝

 収
入

算
定

基
礎

(c)  
 

 
 

 
 

 
円

 
 

収
入

の
額

 
 

 
 

 
(c)÷

12＝
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

円
 

合
計

額
  

 
 

  
 

(a) 
 

 
  

 
(b)

 
  

  
  

  
  

  
 

 
  

  
  

  
  

 

申
込

み
 

区
分

 

一
般

 
 

特
定

 
 

優
先

 申
込

み
の

理
由

 
住

宅
に

困
窮

し
て

い
る

た
め

(裏
面

申
告

書
の

と
お

り
)  

 〔
特

定
入

居
・

優
先

入
居

は
該

当
事

由
を

記
載

〕
 

  

 申
込

者
又

は
同

居
者

が
過

去
に

お
い

て
 

県
営

住
宅

等
に

 
入

居
又

は
同

居
を

 
し

て
い

た
事

実
 

有・無 

(氏
名

 
 

 
 

 
 

) 
入

居
を

 
希

望
す

る
 

県
営

住
宅

 
等

の
名

称
 

     
 

 
 県

営
住

宅
 

 
 特

別
県

営
住

宅
 

 
 

 
 

準
県

営
住

宅
 

 
 

 
 

 
 

 
 団

地
 

 
 

 
 

 
 

 
 号

棟
 

 
 

 
 

 
 

 
 号

室
 

2 
駐

車
場

を
使

用
し

た
い

の
で

、
関

係
書

類
を

添
え

て
申

し
込

み
ま

す
。

 
自

動
車

の
使

用
者

の
氏

名
及

び
申

込
者

と
の

続
柄

 
(続

柄
 

 
 

) 
駐

車
す

る
自

動
車

の
内

容
(「

自
動

車
検
査

証
」

を
見

て
記

入
す

る
こ

と
。

) 

自
動

車
の
 

種
別
 

普
通

自
動
車

 
 

小
型

自
動

車
 

軽
自

動
車
 

そ
の

他
( 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

) 

自
動

車
登
録

番
号

 
又

は
車

両
番

号
 

自
動

車
の
通

称
 

車
体

の
長
さ
 

車
体

の
幅
 

車
体

の
高
さ
 

 
 

 
 

cm 
cm 

cm 

 
備

考
 

 
 

1 
太

枠
内

は
、

記
入

し
な

い
こ

と
。
 

 
 

2 
裏

面
も

記
入

し
、

及
び

署
名

す
る

こ
と

。
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(裏
) 

困
窮

事
項

申
告

欄
 

 
 

(特
別

県
営

住
宅

へ
の

入
居

の
申

込
み

に
あ

っ
て

は
、

こ
の

欄
の

記
入

は
必

要
あ

り
ま

せ
ん

。
) 

 
1 

不
良

住
宅

(住
宅

の
不

完
全

な
こ

と
に

つ
い

て
) 

 
入

居
申

込
者

が
現

に
居

住
し

て
い

る
住

宅
は

、
下

の
欄

の
ど

の
項

目
に

該
当

し
ま

す
か

。
該

当
す

る
項

目
の

符
号

を
○

で
囲

ん
で

く
だ

さ
い

。  

（
建

設
事

務
所

・
県

営
住

宅
管

理
室

記
入

欄
）

 
 

福
島

県
県

営
住

宅
等

条
例

第
7条

第
2項

た
だ

し
書

 
 

該
当

 
・

 
非

該
当

（
い

ず
れ

か
に

〇
）

 
  

住
宅

困
窮

に
関

す
る

特
記

事
項

（
面

談
等

の
結

果
、

特
に

留
意

す
る

点
が

あ
れ

ば
記

載
す

る
。）

 
     6 

遠
距

離
通

勤
(通

勤
時

間
及

び
利

用
交

通
機

関
に

つ
い

て
) 

ア
 

住
宅

が
倒

壊
す

る
恐

れ
そ

の
他

危
険

な
状

態
に

あ
る

。
 

 
 

     

イ
 

バ
ラ

ッ
ク

建
て

住
宅

(応
急

的
な

仮
設

住
宅

で
、

使
用

材
料

が
粗

雑
で

極
め

て
低

質
な

建
物

を
い

う
。

)で
あ

る
。

 
ウ

 
転

用
住

宅
(倉

庫
、

物
置

等
住

宅
以

外
の

建
物

を
転

用
し

て
い

る
住

宅
を

い
う

。
)で

あ
る

。
 

エ
 

上
記

の
い

ず
れ

に
も

該
当

し
な

い
。

 

2 
設

備
の

共
用

(生
活

す
る

う
え

で
、

設
備

の
不

便
な

こ
と

に
つ

い
て

) 
 

入
居

申
込

者
の

使
用

し
て

い
る

炊
事

場
、

便
所

及
び

給
水

設
備

は
、

専
用

の
も

の
で

す
か

、
共

同
使

用
の

も
の

で
す

か
。

右
の

欄
の

該
当

す
る

項
目

の
符

号
を

○
で

囲
ん

で
く

だ
さ

い
。

 
  

ア  
炊

事
場

、
便

所
及

び
給

水
設

備
が

共
同

で
あ

る
。 

 
世

帯
の

主
た

る
所

得
者

の
通

勤
時

間
又

は
利

用
交

通
機

関
は

、
右

の
欄

の
ど

の
項

目
に

該
当

し
ま

す
か

。
該

当
す

る
項

目
の

符
号

を
○

で
囲

ん
で

く
だ

さ
い

。
 

 
通

勤
時

間
と

は
、

徒
歩

及
び

乗
物

を
合

わ
せ

た
通

常
の

通
勤

方
法

に
よ

る
平

均
所

要
時

間
を

い
い

ま
す

。
 

 
交

通
機

関
と

は
、

鉄
道

、
軌

道
、

一
般

乗
合

旅
客

自
動

車
、

船
舶

そ
の

他
こ

れ
ら

に
類

す
る

施
設

で
、

運
賃

を
徴

し
て

交
通

の
用

に
供

す
る

も
の

を
い

い
ま

す
。

 

ア  
通

常
の

通
勤

方
法

に
よ

る
片

道
の

通
勤

時
間

が
2時

間
以

上
で

あ
る

。  
イ 

上
記

の
3設

備
の

う
ち

2設
備

が
共

同
で

あ
る

。 
ウ 

上
記

の
3設

備
の

う
ち

1設
備

が
共

同
で

あ
る

。 
イ 

通
常

の
通

勤
方

法
に

よ
る

片
道

の
通

勤
時

間
が

1時
間

以
上

2時
間

未
満

で
片

道
の

利
用

交
通

機
関

の
種

類
が

2以
上

で
あ

る
。  

エ 
上

記
の

い
ず

れ
に

も
該

当
し

な
い

。 

3 
別

居
(同

居
で

き
る

住
宅

が
な

い
た

め
、

別
居

し
て

い
る

こ
と

に
つ

い
て

) 
 

入
居

申
込

者
と

同
一

の
生

計
を

営
む

必
要

が
あ

る
が

同
居

で
き

る
住

宅
が

な
い

た
め

に
別

居
し

て
い

る
人

が
い

る
場

合
又

は
婚

姻
予

約
者

の
あ

る
場

合
に

は
、

右
の

欄
の

該
当

す
る

項
目

の
符

号
を

○
で

囲
ん

で
く

だ
さ

い
。

 

ア  
同

居
で

き
る

住
宅

が
な

い
た

め
配

偶
者

又
は

子
と

別
居

し
て

い
る

。 
ウ 

通
常

の
通

勤
方

法
に

よ
る

片
道

の
通

勤
時

間
が

1時
間

以
上

2時
間

未
満

で
あ

る
。  

イ 
同

居
で

き
る

住
宅

が
な

い
た

め
扶

養
を

要
す

る
親

又
は

弟
妹

と
別

居
し

て
い

る
。 

エ 
上

記
の

い
ず

れ
に

も
該

当
し

な
い

。 
ウ 

結
婚

す
る

の
で

同
居

で
き

る
住

宅
を

探
し

て
い

る
。 

7 
過

大
住

居
費

(現
住

居
の

家
賃

が
高

い
こ

と
に

つ
い

て
) 

エ 
上

記
の

い
ず

れ
に

も
該

当
し

な
い

。 
4 

過
密

住
居

(住
宅

の
狭

い
こ

と
に

つ
い

て
) 

 
現

に
居

住
し

て
い

る
部

屋
は

、
何

室
で

す
か

。
 

 
 

 
 

 
 

室
 

 
 

現
在

の
世

帯
人

員
は

何
人

で
す

か
。

 
 

 
 

 
 

 
人

 
 

 
 

 
畳

数
の

合
計

は
何

畳
で

す
か

。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
畳

 
 

 
(板

の
間

の
部

屋
は

、
畳

数
に

直
し

て
合

計
し

て
く

だ
さ

い
。

 
家

具
な

ど
の

多
少

は
関

係
あ

り
ま

せ
ん

。
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
上

記
の

計
算

の
結

果
、

右
の

欄
の

ど
の

項
目

に
該

当
し

ま
す

か
。

該
当

す
る

項
目

の
符

号
を

○
で

囲
ん

で
く

だ
さ

い
。

 
 

  

 
 

 
入

居
申

込
者

が
現

に
居

住
し

て
い

る
住

宅
の

家
賃

が
、

右
の

欄
の

ど
の

項
目

に
該

当
し

ま
す

か
。

該
当

す
る

項
目

の
符

号
を

○
で

囲
ん

で
く

だ
さ

い
。 

ア 
住

宅
の

家
賃

の
月

額
が

、
月

収
の

20パ
ー

セ
ン

ト
を

超
え

て
い

る
。  

ア 
1人

当
た

り
1.3畳

以
内

で
あ

る
。 

イ 
上

記
に

該
当

し
な

い
。 

イ 
1人

当
た

り
1.6畳

以
内

で
あ

る
。 

 
 

8 
特

殊
事

情 
ウ 

1人
当

た
り

2.0畳
以

内
で

あ
る

。 
エ 

1人
当

た
り

2.0畳
を

超
え

て
い

る
が

、
15歳

以
上

の
者

が
3

人
以

上
で

1室
に

居
住

し
て

い
る

。  
 

 
 

入
居

申
込

者
若

し
く

は
同

居
予

定
者

が
被

爆
者

健
康

手
帳

所
持

者
で

あ
る

場
合

又
は

入
居

申
込

者
が

炭
鉱

離
職

者
求

職
手

帳
所

持
者

で
あ

る
場

合
は

、
右

の
欄

に
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。  

 
 

氏
名

 
年

齢 
職

業 
手

帳
番

号 
被

爆
者 

 
 

 
 

 
 

 
 

オ 
1人

当
た

り
2.0畳

を
超

え
て

い
る

が
、

15歳
未

満
の

者
を

含
む

3人
以

上
で

1室
に

居
住

し
て

い
る

。  
 

 
 

 
 

 
 

 

炭
鉱

離
職

者  
 

 
 

 
 

 
 

 
カ 

上
記

の
い

ず
れ

に
も

該
当

し
な

い
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

5 
立

ち
退

き
要

求
(明

渡
し

を
要

求
さ

れ
て

い
る

こ
と

に
つ

い
て

) 
 

入
居

申
込

者
が

現
に

居
住

し
て

い
る

住
居

に
つ

い
て

立
ち

退
き

問
題

が
あ

る
場

合
は

、
そ

れ
が

下
の

欄
の

ど
の

項
目

に
該

当
し

て
い

ま
す

か
。

該
当

す
る

項
目

の
符

号
を

○
で

囲
ん

で
く

だ
さ

い
。

た
だ

し
、

ア
及

び
ウ

の
欄

は
、

立
ち

退
き

問
題

が
裁

判
上

又
は

裁
判

所
に

お
け

る
調

停
事

件
と

し
て

の
争

い
に

な
っ

て
い

る
場

合
に

限
り

ま
す

か
ら

注
意

し
て

く
だ

さ
い

。
 

 
 

 
 

 判
決

の
あ

っ
た

日
又

は
和

解
若

し
く

は
調

停
の

成
立

し
た

日  
 

年
 

月
 

日 
ア 

裁
判

上
の

判
決

、
和

解
又

は
調

停
の

成
立

に
よ

り
明

渡
し

が
決

定
済

み
で

あ
る

。  
会

社
等

所
在

地 
 

 

イ 
定

年
退

職
、

会
社

の
解

散
等

自
己

の
都

合
以

外
の

理
由

に
よ

り
社

宅
等

か
ら

立
ち

退
く

こ
と

が
必

要
で

あ
る

。 
会

社
等

の
名

称 
 

 

定
年

退
職

、
会

社
の

解
散

等
の

年
月

日 
 

年
 

月
 

日 
ウ 

立
ち

退
き

問
題

に
つ

い
て

係
争

中
で

あ
る

。 
エ 

立
ち

退
き

を
要

求
さ

れ
て

い
る

。 
管

轄
裁

判
所

名 
裁

判
所 

オ 
上

記
の

い
ず

れ
に

も
該

当
し

な
い

。 
立

ち
退

き
要

求
の

内
容 

 
 

 
 

上
記

に
対

し
て

執
ろ

う
と

し
て

い
る

措
置 

 
 

 

 
 

 9 
そ

の
他

（
1～

8に
該

当
し

な
い

住
宅

困
窮

の
事

情
が

あ
る

場
合

）  
        

誓
約

書
 

こ
の

申
込

書
に

記
入

し
た

事
項

は
、

す
べ

て
事

実
に

相
違

な
い

こ
と

を
誓

約
し

ま
す

。
 

 
 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
 

氏
名

(署
名

) 
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様
式
第
十
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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様式第12号(第16条関係) 
 

一 部 使 用 不 能 報 告 書 
 

年  月  日   
 
  福島県知事 
 
 

住所             
報告者                

氏名             
 
 私が入居している下記の住戸内において、下記のとおり住宅の一部使用不能が認められ
ますので、報告します。 
 

記 
 
 1 入居している県営住宅等の名称 
   県営住宅 
   特別県営住宅        団地    棟    号室 
   準県営住宅 
 
 2 一部使用不能の状況 
 
 
 3 一部使用不能を発見した日時 
 
 
 4 一部使用不能に至った経過 
 
 
 
 
 (指定管理者使用欄) 
修 繕 義 務 者 県 ・ 入居者 
修 繕 発 注 日   
発 注 先 業 者 名   
修 繕 完 了 日   
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附

　則 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
建
築
住
宅
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
規
則
第
十
七
号 

福
島
県
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則 

福
島
県
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
二
十
八
年
福

島
県
規
則
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
手
数
料
の
免
除
の
手
続
） 

第
五
条

　福
島
県
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
条
例
（
平

成
二
十
八
年
福
島
県
条
例
第
四
十
八
号
）
第
五
条
又
は
同
条
例
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
手
数
料

の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
省
令
第
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
四
条
第
一
項
又
は
第
三
条
に

規
定
す
る
図
書
に
加
え
、
当
該
災
害
を
受
け
た
地
を
管
轄
す
る
消
防
署
の
長
若
し
く
は
消
防
長
又
は

市
町
村
の
長
が
発
行
し
た
り
災
証
明
書
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

附

　則 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
建
築
指
導
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
規
則
第
十
八
号 

指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
並
び
に
収
納
及
び
支
払
の
事
務
の
取
扱
範
囲
を
定
め

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
並
び
に
収
納
及
び
支
払
の
事
務
の
取
扱
範
囲
を
定
め
る
規
則
（
昭

和
三
十
九
年
福
島
県
規
則
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
第
二
郡
山
信
用
金
庫
の
項
中
「
安
積
支
店
」
を
「
安
積
営
業
部
」
に
改
め
、
福
島
県
信
用
漁
業

協
同
組
合
連
合
会
の
項
中
「
福
島
県
信
用
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
」
を
「
東
日
本
信
用
漁
業
協
同
組
合

連
合
会
」
に
、
「
本
所
」
を
「
福
島
支
店
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
三
の
二
十
九
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

二
十
九

　東
日
本
信
用
漁
業
協
同
組
合
連
合
会 

附

　則 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
出
納
総
務
課
） 

 

　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
議
会

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

福
島
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日 

福
島
県
議
会
議
長

　矢

　吹

　貢

　一

　

 

福
島
県
議
会
規
則
第
一
号 

福
島
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

　福
島
県
議
会
会
議
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
福
島
県
議
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

　第
二
条
第
二
項
中
「
（
配
偶
者
の
出
産
を
含
む
。
）
」
を
削
り
、
「
六
週
間
」
を
「
八
週
間
」
に
改

め
る
。 

附

　則 

　こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
議

　事

　課
） 
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